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　近年発生している大地震では、建築基
準法の耐震基準が強化される前（1981年5
月31日以前）に建築された建物が深刻な
被害を受けています。
　熊本地震の被害状況の調査では、旧耐
震基準で建築された木造住宅は、新耐震
基準の木造住宅と比べ、大破・倒壊・崩
壊となる割合が約3倍だったというデー
タが示されています。

　今年は、東日本大震災から10年となります。
大地震の被害を少なくするために、築40年以上
の木造住宅やブロック塀などの耐震化が喫緊の
課題となっています。市の補助制度などを活用
してみませんか。
　問い合わせ
　建築指導課☎内線4233、薨（50）8223
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東日本大震災から10年

旧耐震基準の木造住宅の被害状況～熊本地震の場合

「建築時期による木造住宅の被害状況 熊本地震の震源に近い益城町」
日本建築学会
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　今後は、南海トラフ地震、日本海溝・千島
海溝周辺海溝型地震、首都直下地震の発生の
切迫性が指摘されています。特に南海トラフ
巨大地震は、東日本大震災を上回る被害が想
定されています。
　さらに、新型コロナウイルスなど感染症流
行時に大規模地震が発災した場合は、避難所
での3密状態を回避するために、発災後にで
きるだけ「自宅に居られること」が、大切な命
を守るための備えになります。　

3密回避のためにも建物の耐震化を

ブロック塀や石塀などの安全点検をしましょう

地震などの災害時に、道路などに面したブロック塀などが倒れると、人命に関わる事故や緊急車両の通行の妨げになります。
高さや厚さ、控え壁や基礎の有無など、塀の安全点検を行ってください。

　鉄筋が入っているか不明な場合や気になる点がある場合
は、建築士や専門工事業者などに相談しましょう。
　問い合わせ
　☆（一社）神奈川県建築士会湘南支部事務局〈甘粕博史一
　　級建築士事務所内〉☎（50）5014、薨（50）2947
　☆（一社）神奈川県建築士事務所協会藤沢支部〈三村邦彦
　　建築設計事務所内〉☎（31）1770、薨（31）3455
　☆（公社）日本建築家協会関東甲信越支部神奈川地域会事
　　務局☎045（663）2745〈月・木曜日のみ〉　

専門家に相談しましょう
　市では、道路に沿って設置された戸建
て住宅に付属するブロック塀などを撤去
し、フェンスなどの安全な工作物などに
改修する工事に対して、費用の一部を補
助しています。
　※�詳細は市のホームページの防災政策
課のページをご覧ください

　問い合わせ
　防災政策課☎内線2404、薨（50）8437
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耐震化支援制度の概要
※申請は先着順。予算がなくなり次第終了
※�補助金額、必要書類など詳細は市のホームページの建築指導課のページをご覧に
なるか、お問い合わせください

木造住宅が対象の補助制度 分譲マンションが対象の補助制度

㋐木造住宅耐震診断補助金
　補助対象　81年5月31日以前
に市内に建築された木造建築物
（在来構法のみ）で、平屋または
2階建ての住宅であること。ま
たその住宅の所有者（一親等の
親族含む）が居住しており、市
税の滞納がないこと

㋑木造住宅耐震改修工事補助金
　補助対象　㋐の補助対象要件を満たし、かつ耐震診断の総合評
点が1.0未満であること

㋒耐震シェルター等設置事業補助金
　補助対象　㋑の補助対象要件を満たすこと

㋓マンション耐震アドバイザー派遣事業
　耐震診断や耐震改修工事について相談できるマンション耐
震アドバイザーを無料で派遣します。
　※詳細はお問い合わせください

㋔分譲マンション耐震診断補助金
　補助対象　81年5月31日以前に確認通知書の交付を受けて
建築された分譲マンションの管理組合の総会などで、本事業
を活用した耐震診断の実施の決議がされていること
　※その他対象要件あり

㋕分譲マンション耐震改修工事等補助金
　補助対象　㋔の補助対象要件を満たし、かつ耐震診断の結
果、地震に対して安全な構造でないと判定されたもの
　※その他対象要件あり
　※今年度は事前登録のみ

事前相談が必要です
　各補助制度を活用する場合、耐震診断や耐震改修を行う前に、建築指導課に事前
相談をする必要があります。
　事前相談の予約　5月11日㈫から電話で建築指導課へ


